
千早赤阪水道事業 水道料金の改定に向けた検討の開始について

４ 料⾦改定スケジュール（案）

１ 千早赤阪水道事業の現状
○ 給⽔収益による資⾦の収⼊に加え、村からの繰⼊⾦、広域化に係る国交付⾦（統合から10年間、令和８

年度まで時限措置）や企業債を活用することで、増加傾向にある維持管理費や村内連絡管の整備費等を
賄っている状況

○ 令和９年度以降、資⾦が⼤幅に不⾜する⾒通し

３ 資⾦の状況・今後の⾒通しについて

２ 財政収⽀の状況・今後の⾒通しについて

令和６年度収益的収⼊

合計
約1億

9,100万円

給⽔収益
（料⾦収⼊）
１億1,900万円

62％

物価高騰対策としての
基本料⾦減免に係る

村繰⼊⾦
600万円

3％

統合に伴う
村繰⼊⾦
3,700万円

19％

⻑期前受⾦戻⼊
2,200万円

12％

その他
700万円

4％

○ 千早赤阪⽔道事業は平成29年４⽉に企業団と統合

○ ⽔道事業は給⽔収益（料⾦収⼊）により経営することを
基本としているが、統合後の平成29年度から令和８年度ま
での10年間、料⾦抑制を目的として千早赤阪村から8,800
万円／年の繰出を受けている。
（基本的には資本的収⽀の建設改良費の財源とすることを
優先し、残額を収益的収⽀の収⼊としている。）

○ 令和４年４⽉に平均26％の料⾦改定を実施
（料⾦算定期間は令和４年度から８年度までの５年間）

・１か⽉に20㎥を使用した場合の⽔道料⾦は4,433円/⽉
で大阪府内で3番目に高い⽔準

・令和４年度の料⾦改定は９年度の改定を想定して検討
⇒令和４年度に26％の改定を実施しても９年度には赤字
⇒令和８年度までの村繰出による利益積⽴を活用し、９年

度の改定率を抑制

単位︓百万円、千㎥
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財政収⽀、資⾦の⾒通しを踏まえ、令和９年度からの料⾦改定に向け検討を開始

○ 給⽔⼈⼝の減少に伴い、給⽔収益も減少する⾒込み

○ これまでも村からの繰出（繰⼊⾦）で⿊字を確保している状況

○ ⽔道センターの統合など経営改善の取組も実施しているが、給⽔収益の減少や村からの繰⼊⾦の終了による
収⼊の減、村内連絡管の供用に伴う減価償却費や受⽔費の増加による⽀出の増により、令和９年度以降、
単年度損益は恒常的な赤字となる⾒通し

（決算） （決算） （決算）

資料２別紙 


